
   

 

 

 

 

 

 

緑が丘スポーツ公園防災公園整備計画 
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令和５年３月 

令和８年３月 改訂 

 

甲府市 

 



１ 関連計画における緑が丘スポーツ公園の防災上の位置づけ及び役割 

 

（１）地域防災計画での位置づけ 

 山梨県地域防災計画     

（令和７年３月）山梨県防災会議 

甲府市地域防災計画     

（令和７年４月）甲府市防災会議 

避難地 広域避難地                    

避難地面積 57,450 ㎡ 

指定緊急避難場所（内水氾濫、土

砂災害、地震、大規模火災） 

飛行場外離着陸場

等 

緊急離着陸場⇒陸上競技場 防災対応⇒陸上競技場 

応急仮設住宅建設 

候補地 
- 

⇒船出広場          

⇒球技場 

 

（２） 国土強靭化計画での位置づけ 

甲府市国土強靭化地域計画：令和８年３月策定 

甲府市国土強靭化地域計画アクションプラン２０２６：令和８年３月策定 

・大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による

多数の死傷者の発生を防ぐため、公共構造物の耐震化等の推進が施策として掲げられてお

り、その中に、緑が丘スポーツ公園整備事業が位置づけられている。 

施策名 推進方針 

公共構造物の耐震化等の推進 

橋梁、トンネル、道路付属物（横断歩道橋を含む）、都市

公園施設等の公共構造物の点検・改修を実施し、長寿命化

及び耐震化を推進する。 

 緑が丘スポーツ公園の陸上競技場や野球場等の再整備を行い、防災機能の強化を図る。 

 

 

２ 緑が丘スポーツ公園の再整備 

   

 緑が丘スポーツ公園の再整備は、令和２年度から令和６年度を第１期整備として、山梨県

が施行する都市計画道路「新環状・緑が丘アクセス線」事業に支障となる野球場（本部棟、

内野スタンド）、テニスコート等を対象に事業を実施し、令和８年度から令和１２年度を第

２期整備として、陸上競技場、野球場（外野スタンド、内野グラウンド）等を対象に事業を

実施する。整備時期及び対象施設の詳細は別表のとおりである。この再整備に合わせて、上

記のとおり緑が丘スポーツ公園は防災上重要な施設として位置付けられていることから、

本市の防災拠点として防災機能の強化を図るものである。 

なお、第３期整備以降については、防災公園としての機能・役割、整備内容及び運営方法

が今後変更となる場合がある。 

 

 

 

 

 



   

 

 

別表 

整備時期 対象施設 

（第１期） 

令和２年度から令和６年度 

野球場（本部棟、内野スタンド）、テニスコートＡ、テニス

コートＢ、船出広場（新環状・緑が丘アクセス線の影響範囲）、

外周道路（テニスコート南側）、駐車場（テニスコートＡ西

側）、屋外トイレ 

（第２期） 

令和８年度から令和１２年度 

野球場（外野スタンド）、陸上競技場、テニスコートＢ（観

覧席）、駐車場（船出広場北側）、屋外トイレ 

（第３期以降） 

検討中 

水泳場、球技場、船出広場、管理棟、園内道路（球技場東側）、

ウォーキングコース、駐車場、屋外トイレ 

 

 

３ 第２期整備に係る防災公園としての整備の考え方 

   

対象施設 機能・役割 運営方法 整備内容 

野球場 ・自衛隊活動拠点 

・救護・医療スペース 

・オープンスペースを活か

し、グラウンド内を自衛隊活

動拠点として使用する。 

・本部棟及び内野、外野スタ

ンドを救護・医療スペースと

して使用する。 

・観覧（外野）スタンド整備（解体・

芝生化） 

・屋外トイレ整備 

・補助ヘリコプター離発着場整備 

陸上競技場 ・防災活動拠点 

・救護・医療スペース 

・物資中継拠点 

・オープンスペースを活か

し、グラウンド内を防災活動

拠点及び物資中継拠点とし

て使用する。 

・管理棟及び観覧スタンド

を救護・医療スペースとして

使用する。 

・ヘリコプター離発着場整備 

・歩行者出入口整備 

・管理棟耐震化（既存建物建て替え） 

・観覧スタンド耐震化（既存スタンド

解体・改築） 

駐車場 ・緊急車輌集結地 ・公園中心部に位置する船

出広場北側の駐車場を緊急

車輌の集結地として使用す

る。 

・駐車場整備 

 


